
 
令和８年度 訪問看護推進事業委託仕様書 

 

１ 事業目的 

在宅医療の推進を背景に、看護職員に対して訪問看護の実践に必要な知識・技術を習得させ、

訪問看護人材を育成する。また、利用者や家族などによる暴力・ハラスメント（以下「ハラスメ

ント」という。）対策等を訪問看護事業所が講じることを支援し、訪問看護師の離職防止に繋げる。 

 

２ 委託業務 

訪問看護師養成講習会、訪問看護人材確保支援事業及び訪問看護ハラスメント対策事業の実施。 

⑴ 実施内容 

① 訪問看護師養成講習会 

ア 目的 

訪問看護の実践に必要な知識・技術の習得により、在宅医療の担い手である訪問看護師

を育成すること。 

   イ 事業内容 

（ア）実施方法、実施期間 

訪問看護に従事している又は訪問看護に関心のある看護職員（訪問看護従事予定者、

病院等（看護師等の人材確保に関する法律（平成４年法律第86号）第２条第２項に規定

する病院等をいう。以下同じ。）の看護職員）を対象とし、次の事項の全てを組み合わせ

て講習会を開催する。 

・ｅラーニング（※）による学習 

 （※）（公財）日本訪問看護財団「訪問看護ｅラーニング～訪問看護の基礎講座～」 

・集合研修による講義・演習・訪問看護ステーションでの実習（計７日程度） 

（イ）実施内容 

講義・演習内容に関しては、訪問看護で必要となる看護行為（がん看護、小児看護、

褥瘡・排泄ケア、緩和ケア、摂食・嚥下障害への看護、ターミナルケア、認知症看護等）

及び地域包括ケアシステムに対する理解を深める講義を含むこと。 

実習に関しては、知識・技術の定着につながるよう、受講者が講義・演習で学んだ内

容に応じた事業所（例：小児の利用者が多い事業所、緩和ケア認定看護師がいる事業所、

在宅分野の特定行為研修修了者がいる事業所など）を選定すること。 

（ウ）実施体制 

研修責任者及び担当者は、地域医療や訪問看護に関する知識を有する者であること。 

（エ）研修定員 

      30名程度 

   ウ その他 

・研修担当者は、受講者が研修を修了することができるよう、支援を行うよう努めるもの 

とする。 

・受託者は、訪問看護師養成講習会の集合研修及び実習の実施に当たり、県と協議の上、 

研修受講者から以下のとおり受講料（税込）を徴収できる。 



 
徴収した受講料は、委託料とは別に研修実施に係る経費(※)に充てること。 

(※)講師謝金、講師旅費、講師軽食費、研修資料作成にかかる消耗品費及び印刷製本 

費、受講者に対する連絡に要する郵送費及び通信費、研修に使用する会場使用料 

及び設備使用料。 

区分 受講料（円/人） 

訪問看護師養成講習会 ７,０００円以内の額 

   受講料を徴収する場合は受託者が銀行振込等の方法により受講者から直接徴収す 

ること。 

・ｅラーニングについては、（公財）日本訪問看護財団への受講手続等、必要な調整業務 

を行うこと。なお、受講料は原則、委託料から支払うものとする。 

 

② 訪問看護ステーション人材確保支援事業 

   ア 目的 

在宅医療の担い手となる訪問看護人材の確保、定着、資質向上を支援し、訪問看護サー

ビスの安定供給を図ることを目的とする。 

イ 事業内容 

（ア） 実施方法、実施内容及び実施期間 

（Ⅰ）インターンシップ・職場体験の導入促進事業 

県内の看護師養成所（大学を含む。）に在学する看護学生を対象に、訪問看護事業

所へのインターンシップを実施し、在宅医療や看護、地域包括ケアシステムを知る

機会を提供する。 

実施に当たっては、県内の全ての看護師養成所（大学を含む。）から希望者を募

り、受入可能な事業所との調整等を行うこと。 

なお、必要に応じて、委託料の範囲内で受入れを行った事業所へ謝金を支払うこ

とを妨げない。 

実施人数：30名程度 

実施日数：２日間程度／1人 

（Ⅱ）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

a プリセプター配置・現場指導事業 

（ⅰ）新人訪問看護師が自立して訪問看護を行うために必要となる知識・技術を習得さ 

せるために、新人訪問看護師に対して教育担当者（プリセプター）を配置し、同 
行訪問や事業所内での現任訓練を行った県内の訪問看護事業所を支援する。実施 
に当たっては、事業所が提出する申請書及び実績報告書等を審査の上、委託料の 
範囲内で教育担当者（プリセプター）１人当たり 300,000 円を上限に、１時間当 
たり 1,250 円の支払を行うこと。 
定員：30 名程度 

（ⅱ）新人訪問看護師が訪問看護に必要な知識と技能を習得できるように、適切な指導 
や支援ができるプリセプターを育成するための研修を実施する。 
研修日数：１日程度 



 
研修定員：20 名程度  

（ⅲ）訪問看護事業所において、新規開設準備や開設後の運営相談、訪問看護職員への 
医療的ケア等の技術指導について、事業所の職員や認定看護師等を講師として派 
遣し、事業所の開設・運営・人材育成を支援する。 
派遣回数：20 回程度 

b 訪問看護技術研修 

訪問看護師の医療ケア技術の向上を図るため、在宅看護に必要な医療処置等につ 

いて、演習・実技を中心としたプログラムにより研修を実施する。 

（ⅰ）実施内容 
研修内容に関しては、訪問看護で必要となる看護行為の技術研修及び実践研修を 
行うこと。 

（ⅱ）実施定員・実施期間 
・研修日数：５日間程度 
・研修定員：計 50 名程度 

c 多職種連携会議 

地域包括ケアシステムの推進に向け、質の高いケアを提供することを目的として、

多職種が参加して知識・技術の向上及び情報共有を行う連携会議を開催する。 

開催に当たっては、会議をＷＥＢ配信する等、参加者が参加しやすくなるよう開

催方法を工夫すること。 

・定員：70名程度 

・開催日数：１日 

d 訪問看護管理者研修 

訪問看護事業所の管理者に必要なマネジメント能力や人材育成能力を育成する研 

修を実施する。 

（ⅰ）実施内容 
研修内容に関しては、以下の内容を組み合わせて行うこと。 
・経営管理 
・人事管理 
・労務管理 

（ⅱ）実施定員・実施期間 
・研修定員：各回30名程度 

・研修日数：3日間程度 

e 地域教育事業 

   地域単位で教育ステーションを指定し、困難事例の勉強会等を開催することで事 

業所同士の連携を図る。 

なお、必要に応じて、委託料の範囲内で事業所へ謝金を支払うことを妨げない。 

 地域教育ステーション設置数：10箇所程度 

 会議開催回数：１箇所につき３回程度 

（Ⅲ）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業 



 
a 教育計画・プログラム策定事業 

訪問看護師が修得すべき知識・技術について、体系的な教育計画・プログラムを 

       作成し、普及させる。 

        教育計画・プログラム作成に当たっては、有識者や訪問看護ステーション管理者 

による検討会議を開催し、効果的な計画作成を行うこと。 

 検討会議：２回程度 

b 認定看護師派遣調整事業 

派遣を希望する訪問看護事業所に対して、病院や訪問看護事業所で勤務する専門 

看護師、認定看護師、特定行為研修修了者を派遣するための調整を行い、医療ケア 

等の技術支援を行う。 

 事業所が希望する派遣申請の内容を確認し、要望テーマに該当する専門看護師、

認定看護師又は特定行為研修修了者を選定し、派遣すること。 

派遣対象：県内に所在する訪問看護事業所 

派遣回数：事業所から依頼に応じて計20回程度。 

派遣場所：原則、派遣先事業所に出向くこととする。 

 ただし、効果的に実施できる場合や、事業所が認める場合は、ＷＥＢ 

会議システム等を利用した遠隔での実施も可とする。 

c 訪問看護経営相談事業 

訪問看護事業所からの経営や運営に関する相談に対して助言を行い、事業所の運 

       営改善につなげる。 

（ⅰ）実施内容 

Ⅰ 電話相談  

・利用時間は、少なくとも次の時間において利用できること。 

 ◆平日の午前９時から午後４時  ※年末年始及び祝日は除く  

・使用する電話の初期設定並びに通話料・回線使用料は受託者が負担すること。  

・相談回数の上限は設けないこと。  

Ⅱ メール相談  

・受付時間は、24時間（年中無休）とする。  

（ⅱ）相談体制 

  相談員は、訪問看護事業所の経営・運営に係る豊富な知識・経験を有し、事業所 

に対して適切な助言を行うこと。 

  相談内容に応じて専門家（社労士、弁護士等）を紹介すること。 

d 訪問看護実態調査事業 

訪問看護推進事業の改善を目的に、県内の全ての訪問看護事業所を対象に実態 

調査を行い、調査結果の分析を行う。 

調査に当たっては、事前に有識者や訪問看護ステーションの管理者、関係機関の 

       所属職員等による検討会議を開催し、調査項目等の検討及び調査結果の共有を行う 

こと。 

ただし、会議の構成員のうち１名は医師・看護師確保対策室の職員とすること。 



 
  ・検討会議：２回 

・調査回数：１回 

・調査対象：県内に所在する全ての訪問看護事業所 

・調査方法：郵送またはＷＥＢ回答 

（イ）事業実施体制 

事業責任者及び担当者は、訪問看護の知識を有する者であること。 

 

③ 訪問看護ハラスメント対策事業 

   ア 目的 

訪問看護は業務の特性上、ハラスメントを受けるリスクや被害が増悪するリスクが高い

ことを背景に、県内の訪問看護事業所やそこに勤務する訪問看護師のハラスメント対応力

を向上させ、防止対策を講じることを支援することを目的とする。 

イ 事業内容 

（ア）実施内容及び実施期間 

ａ ハラスメント対策研修 （研修回数：１回程度） 

  県内の訪問看護事業所に勤務する訪問看護師を対象に、以下に掲げる項目を参考と

し、ハラスメントに関する正しい知識を身に付け、ハラスメントの危険を予知する方

法や悪化を防止する方法、被害発生時の対応方法などを理解することができるよう研

修を企画・実施すること。演習を含めても良いものとするが、一人でも多くの訪問看

護師が受講できるよう講義に関しては後日動画配信すること。 

 ・ハラスメントの定義 

・危険予知・判断方法 

・悪化防止方法（コミュニケーションによる未然防止方法等） 

・被害発生時の現場対応 

・被害発生時の事業所における対応（正当な理由による契約解除等） 

・ハラスメント被害の事例  等 

ｂ ハラスメント防止対策検討会議 （検討会議：２回程度） 

有識者や訪問看護ステーションの管理者、関係機関の所属職員等による防止対策検

討会議を開催し、訪問看護事業所や訪問看護師などのニーズを踏まえ、現場で活用可

能な防止対策（※）について協議し、意見をまとめること。また、事務局を設置し、

事務局は協議等を踏まえて、作成した対策に係る成果物（※）を改良し県内の訪問看

護事業所に提供する、又は、対策に係る事業の概要を県に報告すること（１～２項目

程度）。 

（※）利用者・家族に向けたハラスメント防止啓発チラシ及びサービス提供におけ

るお願い文以外とすること（令和３年度及び令和４年度に同会議を実施し、

既に作成しているため。）。 

構成員は10名程度とし、防止対策について協議等が可能となるよう人選すること。

ただし、うち１名は医師・看護師確保対策室長とすること。 

（イ）事業実施体制 



 
事業責任者及び担当者は、訪問看護におけるハラスメント被害の実態に関する知識を有

する者であること。 

（ウ）目標受講者数 

   上記（ア）ａの目標受講者数（※）は、150人とする。 

 （※）研修の受講者数と配信動画の視聴者数を合計したものとするが、１人の者が複数

回視聴する可能性や、１アカウントで複数名が視聴する可能性が考えられるため、

視聴者数は事前申込み又は事後アンケートなどにより正確な人数を把握すること。 

 

(2) その他 

① 研修開催に当たっては、多くの受講者が参加可能となるように配慮すること。 

② 研修会場の収容人数超過により受講環境が悪化すること、受講者に対する支援体制が不十分

となること等の不利益が受講者に発生しないと判断され、かつ講師の許可を得た場合、定員の

超過を認める。 

③ 研修実施後は、受講者の意見等を把握し、研修内容、運営方法等の評価を行い、成果物とし 

て実績報告書を県に提出すること。 

 

３ 委託期間 

令和８年４月１日～令和９年３月31日 

  

４ 打合せ協議の実施及び議事録の作成 

本事業の受託者は、本事業の円滑な進捗を図るため、県と協議しながら作業を進め、打合せ協

議があった場合は、当該内容について議事録を作成し、県の確認を受けなければならない。 

 

５ 留意事項 

⑴ 受託者は、業務の運営上取り扱う個人情報を、契約書に定める事項及び関係法令その他の社

会的規範に基づき適切に処理しなければならない。また、業務の実施に関して知り得た情報を

第三者に漏らしてはならない。その他、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

⑵ 県は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議を申

し出る場合がある。この場合、受託者は委託料の範囲内において仕様書の変更に応じること。 

⑶ 本業務により得られた成果は、県に帰属するものとする。県は、本業務の成果品を自ら使用

するために必要な範囲において、随時利用できるものとする。 

⑷ 委託事業の成果物等の第三者への提供や内容の転載及び研究目的の使用について、受託者は

県に協議し了解を得た場合に行うことができる。 

⑸ 受託者は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により県の

承諾を得なければならない。この場合において、受託者は第三者の行為について県に対して全

ての責任を負うものとする。 

⑹ 契約の締結、業務の履行に関して必要な費用は、特段の定めのない限り、全て受託者の負担

とする。 



 
⑺ 業務の遂行に当たっては関係法令を遵守すること。また、別紙「公契約条例に関する遵守事

項（特定公契約以外用）」を遵守すること。 

⑻ この業務の実施に当たって疑義が生じた場合には、県と受託者が協議して定めるものとし、

この協議が調わないときは、県の決定するところによるものとする。 

⑼ 受託した業務が全て完了した時点をもって、直ちに全てのデータ等を破棄、処分し、一切の

内容に関する記録を残してはならない。 

⑽ 上記⑴～⑼の事項に違反したとき又は業務を完了する見込みのないときは、契約を解除し、

損害補償させる場合がある。 

  



 
別 記               個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵

害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。  
 （秘密の保持）                                       
第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又

は解除された後においても、また同様とする。  
 （収集の制限） 

第３ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。  
 （目的外利用・提供の禁止）                                                         
第４ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外

の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。  
 （漏えい、滅失及びき損の防止）                                       
第５ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。  
 （従事者の監督） 

第６  受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に

対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関

して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提

供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければなら

ない。  
 （複写又は複製の禁止） 

第７ 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注

者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。  
 （再委託の禁止） 

第８ 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委

託してはならない。  
 （資料等の返還等） 

第９ 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとす

る。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。  
 （取扱状況についての指示等） 

第 10 発注者は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、受注者に対して、必要な指示を

行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、受注者は、拒

んではならない。  
 （事故発生時における報告） 

第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者

に報告し、発注者の指示に従うものとする。  
 （損害賠償等） 

第 12 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損

害を与えたときも、また同様とする。 

２ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の

請求をすることができるものとする。 



 
別紙 

 

 

 公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用） 

 

 

 本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 

 

１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本

業務を適正に履行すること。 

 

２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第

３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条

の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11 条に規定

する賃金をいう。）の支払を行うこと。 

イ 健康保険法第48条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被

保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用さ

れる者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届

出を行うこと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行う

こと。 

 

３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が

雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知

し、遵守するよう指導すること。 

 

 

 

 


